
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

新 

旧 

（
自
己
資
本
費
用
） 

第
九
条 

１
～
３ 

（
略
） 

４ 

前
項
の
β
は
、
移
動
電
気
通
信
事
業
（
そ
の
一
端
が
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送

路
設
備
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
を
い
う
。
）
に
係
る
リ
ス
ク
及

び
事
業
者
の
財
務
状
況
に
係
る
リ
ス
ク
を
勘
案
し
た
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る

値
又
は
一
の
い
ず
れ
か
低
い
方
の
値
と
す
る
。 

（
自
己
資
本
費
用
） 

第
九
条 

１
～
３ 

（
略
） 

４ 

前
項
の
β
は
、
主
要
企
業
の
実
績
自
己
資
本
利
益
率
の
変
動
に
対
す
る
事
業
者
の
実
績
自

己
資
本
利
益
率
の
変
動
に
よ
り
計
測
さ
れ
た
数
値
を
基
礎
と
し
、
移
動
電
気
通
信
事
業
（
そ

の
一
端
が
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す

る
電
気
通
信
事
業
を
い
う
。）
に
係
る
リ
ス
ク
及
び

当
該

事
業
者
の
財
務
状
況
に
係
る
リ
ス

ク
を
勘
案
し
た

合
理
的
な
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
実
績
自
己
資
本
利
益
率
に
代
え
て
株
式
価

格
を
採
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
の
規
定
は
、
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
の
開
始
日
が
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降
で
あ
る
接
続
料
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
原
価
及

び
利
潤
の
算
定
期
間
の
開
始
日
が
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
接
続
料
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
検
討
） 

３ 

総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
九
条
第
四
項
の
規
定
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

別添１ 


